
省

令

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
編
・
第
二
編

（
略
）

第
一
編
・
第
二
編

（
略
）

第
三
編

衛
生
基
準

第
三
編

衛
生
基
準

第
一
章
〜
第
四
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
四
章

（
略
）

第
五
章

温
度
及
び
湿
度
（
第
六
百
六
条

第

六
百
十
二
条
の
二
）

第
五
章

温
度
及
び
湿
度
（
第
六
百
六
条

第

六
百
十
二
条
）

第
六
章
〜
第
九
章

（
略
）

第
六
章
〜
第
九
章

（
略
）

第
四
編

（
略
）

第
四
編

（
略
）

附
則

附
則

（
熱
中
症
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
）

第
六
百
十
二
条
の
二

事
業
者
は
、
暑
熱
な
場
所
に

お
い
て
連
続
し
て
行
わ
れ
る
作
業
等
熱
中
症
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
が
熱
中
症
の

自
覚
症
状
を
有
す
る
場
合
又
は
当
該
作
業
に
従
事

す
る
者
に
熱
中
症
が
生
じ
た
疑
い
が
あ
る
こ
と
を

当
該
作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
が
発
見
し
た
場
合

に
そ
の
旨
の
報
告
を
さ
せ
る
体
制
を
整
備
し
、
当

該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
当
該
体
制
を
周

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

２

事
業
者
は
、
暑
熱
な
場
所
に
お
い
て
連
続
し
て

行
わ
れ
る
作
業
等
熱
中
症
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ

る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
場

ご
と
に
、
当
該
作
業
か
ら
の
離
脱
、身
体
の
冷
却
、

必
要
に
応
じ
て
医
師
の
診
察
又
は
処
置
を
受
け
さ

せ
る
こ
と
そ
の
他
熱
中
症
の
症
状
の
悪
化
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施

に
関
す
る
手
順
を
定
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る

者
に
対
し
、
当
該
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に

関
す
る
手
順
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

法

規

的

告

示

そ

の

他

告

示

令和年月日 火曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
七
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
二
号

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
別
表
第
四
大
中
型
ま
き
網
漁
業

の
項
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
及
び
令
和
八
年
に
お
け
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

令
和
七
年
及
び
令
和
八
年
に
お
け
る
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
別
表
第
四
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の

項
第
九
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
期
間
は
、
公
海
に
あ
っ
て
は
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
七
月
一

日
か
ら
八
月
十
五
日
ま
で
と
し
、
我
が
国
及
び
外
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
あ
っ
て
は
七
月
一
日
か
ら
八
月
十
五
日
ま

で
と
す
る
。

〇
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
五
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
央
選
挙
管
理
会
委
員

長
に
令
和
七
年
四
月
十
四
日
次
の
者
が
互
選
さ
れ
た
の
で
、
中
央
選
挙
管
理
会
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
中
央
選
挙
管
理

会
告
示
第
二
号
）
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長

古
屋

正
隆

住
所
の
市
区
町
村
名
ま
で

氏

名

千
葉
県
浦
安
市

古
屋

正
隆

〇
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
六
号

中
央
選
挙
管
理
会
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
委
員
長
に
事
故

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
委
員
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
、
令
和
七
年
四
月
十
四
日
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
告
示

す
る
。令

和
七
年
四
月
十
五
日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長

古
屋

正
隆

住
所
の
市
区
町
村
名
ま
で

氏

名

東
京
都
文
京
区

城
島

光
力

〇
法
務
省
告
示
第
七
十
九
号

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
者
が
行
う
認
証
紛
争
解
決
手
続
の
業
務
の
変
更
の
認
証
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
で
準
用
す

る
同
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

認
証
紛
争
解
決
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所

長
野
県
行
政
書
士
会

長
野
県
長
野
市
大
字
南
長
野
南
県
町
千
九
番
地
三

変
更
の
内
容

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
七
号
に
係
る
変
更

変
更
の
認
証
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

〇
法
務
省
告
示
第
八
十
号

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
者
が
行
う
認
証
紛
争
解
決
手
続
の
業
務
の
変
更
の
認
証
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
で
準
用
す

る
同
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐
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